
2025 年５月 2 日 
会員各位 

特定非営利活動法人ＳОＳ総合相談グループ 
理事長 本郷 亮 

 
第 25 期 

（2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日） 
通常総会の開催のご案内 

 
拝啓 会員の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

常日頃ＳОＳの活動につきましては多大なご支援、ご尽力を頂き心よりお礼申し上げます。 
下記の通り通常総会を開催いたしますのでご出席賜りますようよろしくお願いいたします。 

ご都合により総会にご出席いただけない場合は、定款第３０条２による「書面による表決」、
「他の会員を代理人としての表決」のご利用をお願いしします。 

なお、当日は総会をオンライン（ZOOM）で配信いたしますので（表決権なし）、視聴をご
希望の方は下記をご確認のうえお申込みください。 

また、総会終了後には懇親会を予定していますので合わせてご出席頂きたくよろしくお願
いいたします。 

 
敬具 

記 
1. 日時：５月 16 日（金）17:00 より 
2. 場所：出版クラブホール 3 階（地図添付） 

101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 TEL：03（5577）1511 
地下鉄神保町駅 A5 出口より徒歩 2 分 

3. 審議事項： 
第１号議案 第２５期事業報告 
第２号議案 第２５期決算報告及び監査報告 
第３号議案 第２６期事業計画（案） 
第４号議案 第２６期活動予算（案） 
第５号議案 役員改選（案） 

4. 出欠について 
当日の出欠につきましては、同封ハガキの「出欠確認書」欄にて出欠のご回答をお願

いいたします。 

また欠席の場合、「表決権行使書」欄に必要事項をご記入のうえご返送ください。 
＜記入要領＞ 
①「出欠確認書」欄の「□定款第 30 条 2 の表決権行使により参加します」 

にチェックし 
②「表決権行使書」欄の 

「□私は、特定非営利活動法人 SOS 総合相談グループの第 24 期通常総会の議案
について、次の通り表決致します。」にチェックし議案ごとの表決に〇をする 
または、 
「□表決権の行使を下記の会員に代理人として委任します。」にチェックし代理人
の氏名を記入 

  



 
5. 総会のオンライン配信について 

当日 17:00 からオンライン（ZOOM）により総会の様子を配信します。 
この配信で視聴した場合は定款の定めにより「出席」とはならず「表決権の行使」、

「発言」はできませんのでご了承ください。 
視聴をご希望の方は、同封はがきの「オンライン視聴申込書」の「□オンライン

(ZOOM)での視聴を申し込みます。」にチェックし、招待メールの宛先（メールアドレ
ス）を記入し返信ください。 
追って招待メールを送付いたします。 

（注意） 
①SOS 会員以外の視聴は禁止します。 
②オンライン入室時に本人確認を行いますので必ずカメラを ON にしてください。 

③総会中はマイクを OFF（ミュート）にしてください。 
 

6. 懇親会について 
・日時：18:00～19:30（総会に引き続き実施） 
・場所：中華老舗「元祖 秋」 

千代田区神田神保町２-１６-２ 第五千代田区ビル２階 TEL：03（5462）1146 
※出版クラブホール前の白山通りはす向かい 

・会費：無料 
・出欠について： 

同封ハガキの「懇親会出欠欄」にチェックのうえ返信ください。 
※総会に出席される場合でも懇親会の出欠の記入をお願いします。 

 懇親会のみの参加も可能です。 
 

7. 出欠等の回答 
５月 13 日（火）までにＳＯＳ事務局必着でお願いします。 
 

＜問い合わせ先＞ 
ＳＯＳ総合相談グループ 
事務局長 栗原 哲哉 
電話：03-3291－4120 
メール kurihara@sos-sodan.jp 

以上 

 
ご参考 
 
定款第３０条 会員の表決権は、平等なものとする。 
 ２ やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につ

いて、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委
任することができる。 

３ 前項の規定により表決した会員は、前２条及び次条第１項の規定の適用については総会
に出席したものとみなす。 

４ 省略 


